
 

当マンションでは、共用部分の保全および他の居住者様の生活環境を守るため、入居者様・引越

し業者様双方にお守りいただくルールがあります。 

■ 入居者様へのお願い 

1. 作業日時・引越し業者名の事前連絡 

引越し作業の日時、荷物搬入方法（引越し業者を利用する場合は業者名を含む）を、遅く

とも作業 5 日前までに当社（管理者）へご連絡ください。 

※引越し業者を利用しない場合も必ずご連絡ください。 

2. 本案内を引越し業者へ必ず渡してください 

引越し業者を利用される場合は、本案内を必ず業者へお渡しいただき、作業ルールを遵守

いただくようお伝えください。 

3. 「引越し作業のお知らせ」掲示について 

作業にあたっては、引越し業者（または入居者様ご自身）にて「引越し作業のお知らせ」

を作成し、入居者様より作業 5 日前までに当社（下記連絡先）宛てにご提出ください。 

また、作成いただいた「引越し作業のお知らせ」を、引越し業者（または入居者様）にて

印刷し、作業前日までに指定場所に掲示してください。 

■ 引越し業者様へのお願い（※必ずご確認ください※） 

● 共用部分の養生 

エレベーター内部・共用廊下・エントランス扉等、必要箇所は必ず養生してください。 

● 使用後の資材の持ち帰り 

引越し作業で使用した段ボール、養生材、梱包資材、テープ、発泡材、その他廃材は必ず

すべてお持ち帰りください。共用部や敷地内への放置は禁止です。 

● 騒音・安全への配慮 

共用部での騒音を控え、居住者・通行者の通路の確保および安全面は十分ご配慮ください。 

● 掲示用案内の作成  

別添テンプレートを参考に、引越日の 5 日前までに掲示用の案内を作成し、入居者様を通

じて管理組合へ提出の上、前日までに現地に掲示をお願いいたします。（※テンプレート

の内容は必ず記載してください。） 

お引越し作業についてのご案内 
（入居者様・引越し業者様へ） 

■ 連絡先（お引越し連絡先） 
プロ理事長 株式会社メルすみごこち事務所 

電話：050-1720-1993（平日 10:00〜17:00） 

メール：proriji@e-sumigokochi.co.jp 

 


